
昨
年
度
、
秋
田
市
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
に

使
わ
れ
た
お
金
は
約
248
億
５
千
万
円
で
、

平
成
23
年
度
に
比
べ
て
６･

８
％
増
え
、
介

護
保
険
制
度
が
始
ま
っ
た
平
成
12
年
度(

約

96
億
円)

の
約
２
・
６
倍
に
な
り
ま
す
。
そ

の
内
訳
は
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
が
全

体
の
６
割
以
上
を
占
め(

グ
ラ
フ
①
②
参

照)

、
そ
の
中
で
も
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
利

用
が
増
え
続
け
て
い
ま
す
。

介
護
保
険
は
、
40
歳
以
上
の
市
民
全
員

で
保
険
料
を
負
担
し
合
い
ま
す
。
現
在
は

介
護
が
必
要
な
い
か
た
も
、
将
来
介
護
が

必
要
に
な
っ
た
時
に
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た〝
支
え
合
い
〞〝
助

け
合
い
〞
の
制
度
で
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用(

グ
ラ
フ

③
参
照)

は
、
半
分
を
国･

県･

市
の
公
費(

税

金)
で
、
残
り
半
分
を
第
一
号
被
保
険
者(

65

歳
以
上)
と
第
二
号
被
保
険
者(

40
歳
〜
64

歳)

の
保
険
料
で
負
担
し
て
い
ま
す
。
そ
の

う
ち
、
第
二
号
被
保
険
者
か
ら
納
め
て
い

た
だ
い
て
い
る
保
険
料
が
約
３
割
を
占
め
、

介
護
保
険
を
運
営
し
て
い
く
大
き
な
支
え

に
な
っ
て
い
ま
す
。

秋田市のおもな介護サービスの利用件数 (平成24年度)

平
成
24
年
度
秋
田
市
の
概
況

秋
田
市
の
要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
数
は
、
今
年
３

月
末
現
在
で
１
万
７
千
853
人
で
す
。
そ
の
割
合
は
、
市

の
65
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
約
８
万
１
千
人
に
対
し
、

ほ
ぼ
５
人
に
１
人
。
そ
れ
に
伴
い
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
に
係
る
事
業
費
も
年
々
増
え
続
け
て
い
ま
す
。

介
護
保
険
課
☎(

８
６
６)

２
０
６
９

①介護サービスに使われたお金②事業費の推移(過去３年)③介護サービス事業費の負担割合

介
護
保
険

在宅サービスが全体の６割前年度より約16億円増第２号被保険者が大きな支え

あ
な
た
の〝
思
い
〞で
支
え
合
う

＊施設サービスの件数は１か月当たりの平均入所者数です。

４



市か県の指定を受けている福祉用具販

売事業者から、｢腰掛便座｣｢入浴補助用

具｣｢移動用リフトのつり具の部分｣｢自動

排せつ処理装置の交換可能部品｣｢簡易浴

槽｣を購入した場合、年10万円を限度に、

購入費の９割を支給します。

申
請
窓
口

■介護保険課
…　　  は☎(866)2407
…　　  は☎(866)2069
■北部･西部･河辺･雄和の各市民サービスセンター

特
定
福
祉
用
具
の
購
入
費

現在住んでいる(住民票の住所)住宅に

次の①～⑤の工事を行った場合、20万

円を限度に改修費の９割を支給します。

｢紙おむつ｣｢尿取りパッド｣｢清拭
せ い し き

剤｣｢ドライシャンプー｣｢使い捨て手袋｣

を、月6,250円分まで現物支給します。

支給を受けたい月の前月７日までに申

請してください。

入院期間などを除き、１年間介護保

険サービスを利用しなかった場合、年

間10万円の慰労金を支給します。サー

ビスを利用しなかった１年が過ぎた後、

３か月以内に申請してください。

住
宅
改
修
費

介
護
用
品

介
護
慰
労
金

旭南老人デイサービスセンターで。ミニゲームを
楽しむみなさん。笑顔と笑い声が絶えません

2

3 4

介護サービスいろいろ

介
護
保
険
料
の
滞
納
が
続
く
と
、
介
護
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き
の
負
担
が
、
本
来

の
１
割
で
は
な
く
３
割
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
滞
納
が
な
い
か
た
と
の
公

平
を
図
る
た
め
の
ル
ー
ル
で
、
滞
納
の
ま
ま

時
効
に
な
っ
た
金
額
な
ど
に
よ
り
、
割
り
増

し
と
な
る
期
間
が
決
ま
り
ま
す
。

保
険
料
が
特
別
徴
収(

年
金
か
ら
引
き
落

と
し)

の
か
た
で
も
、
下
段
太
字
の
よ
う
な

場
合
は
、
一
時
的
に
普
通
徴
収(

金
融
機
関

な
ど
で
の
窓
口
納
付)

に
な
り
ま
す
。

●
年
間
の
保
険
料
が
減
額
に
な
っ
た

●
年
金
が
一
時
差
し
止
め
に
な
っ
た

●
年
度
の
途
中
で
、
65
歳
に
な
っ
た

●
他
市
町
村
か
ら
転
入
し
た
…
な
ど

高
齢
の
か
た
は
、
納
付
方
法
が
引
き
落
と

し
か
ら
窓
口
納
付
に
変
わ
っ
た
こ
と
に
気
付

か
ず
、
納
め
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ご
家
族
も
保
険
料
の
納
付
方
法
を
確
認

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

窓
口
で
納
付
し
て
い
る
か
た
に
は
納
付
の

手
間
が
省
け
、
納
め
忘
れ
が
な
い
便
利
な
口

座
振
替
を
お
す
す
め
し
ま
す
。納
入
通
知
書
、

預
貯
金
通
帳
と
印
鑑
を
持
っ
て
金
融
機
関
の

窓
口
で
お
申
し
込
み
い
た
だ
け
ま
す
。
　

保
険
料
の
納
付
方
法
を

ご
確
認
く
だ
さ
い

対象u｢要介護４か５で、介護保険料の
所得段階が１～３段階の65歳以上のか
た(市民税非課税の65歳未満のかた
も)｣を自宅で介護している家族

対象u｢要介護４か５で市民税非課税世
帯のかた｣を自宅で介護している家族

対象u要介護(要支援)認定を受けている
かた。事前審査があります。工事前にケ
アマネジャーか介護保険課へご相談を

①手すりの取り付け　②段差解消　
③通路面の材料を、滑りにくいものや
移動しやすいものなどに変更
④開き戸から引き戸などへの扉の取り替え
⑤和式から洋式などへの便器の取り替え

申請に必要なものu購入した用具のパン
フレットと領収書、特定福祉用具販売
計画の写し(事業者から受け取る)

対象u要介護(要支援)認定を受けて在宅
で生活しているかた

1

2

3

4

1
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